
具体的内容 

税導入の目的 
沖縄県の観光魅力を向上させる観光振興施策を安定的に実施し、及び自然環境の保全、再生、利用その他の積極
的な環境施策を実施するために必要となる費用に充てるため 

想定される税収の使途 

‣観光客の来訪目的である観光資源の保存・拡充、目的地選びや満足度向上の重要な要素である安全・快適な観
光地 
  作りの推進及び観光・リゾート地としての魅力向上のための事業 
 

‣沖縄県の自然環境をより保全し、再生し又は活用するための事業若しくは沖縄県のホテル等に宿泊する者が沖縄県
の自然 
  環境に生じさせる負荷を軽減するための事業 

課税客体  旅館業法第3条第1項の許可を受けて行うホテル等における宿泊 

納税義務者  沖縄県内のホテル等における宿泊者 

徴収方法 ホテル等の事業の経営者、その他宿泊税の徴収において便宜を有する者による特別徴収 

課税標準 ホテル等における宿泊日数 

課税免除 宿泊料金1万円未満の宿泊 

税率 １泊あたりの宿泊料金 １万円以上１万５千円未満 １００円 

                             １万５千円以上         ２００円 

税収規模試算 ５億円 

観光目的税の制度設計について 

▮ 制度設計に係る役割分担（案） 

方針は検討委員会で検討 
詳細は分科会で検討 

分科会で検討 

分科会での検討を基に、事務局で算出 

検討委員会で検討 
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